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Ⅰ 調達物品名 

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 １式 

 

Ⅱ 構成内訳 

区分 名称 数量 

１ 

ＣＴ撮影システム 

１ ガントリー １式 

２ Ｘ線発生装置 １台 

３ Ｘ線管球 １式 

４ Ｘ線検出器 １式 

５ 患者テーブル １式 

６ 操作コンソール １式 

７ スキャン性能 １式 

８ サーバー型画像処理ワークステーション １式 

９ 付属品 １式 

10 既存システムとの連携 １式 

11 その他 １式 

２ 

ＣＴ撮影システム保守 

１ ＣＴ保守 １式 

２ ワークステーション保守 １式 
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Ⅲ 調達物品に備えるべき技術的要件 

1   ＣＴ撮影システムについては、以下の要件を満たすこと。 

 1-1 ガントリーについては、以下の要件を満たすこと。 

 

1-1-1 
スキャン方式はマルチスキャン方式で、高速連続スキャンが可能であること。

また、回転方式はダイレクトドライブであること。 

1-1-2 
コンベンショナルスキャンで、１回転 512スライス以上（複数検出器の場合は

合算可）取得可能であること。 

1-1-3 ガントリー開口径は、800㎜以上であること。 

1-1-4 最短回転速度は、0.24秒以下であること。 

1-1-5 
ガントリー操作コントロールパネルがガントリー前面及び背面に４ヶ所以上装

備されていること。 

1-1-6 フットスイッチにてガントリー、寝台をホームポジションに復帰できること。 

1-1-7 
検査に対する不安を和らげる工夫として、ガントリーにＬＥＤライトが搭載さ

れていること。 

1-1-8 電源容量は、200kVA以下であること。 

 1-2 Ｘ線発生装置については、以下の要件を満たすこと。 

 

1-2-1 
Ｘ線発生装置は小型でガントリー内に搭載し、電圧制御方式は高周波インバー

タ方式であること。 

1-2-2 定格出力は、100kW以上であること。 

1-2-3 設定電圧は、70～140kVの間で 5つ選択可能であること。 

1-2-4 設定管電流は、最大 1,300mA以上の容量を有すること。 

1-2-5 最小 X線管電流が 10mA以下（120kV使用時）で設定できること。 

1-2-6 被ばく低減のため、Ｘ線管電流自動制御機能を有すること。 

 1-3 Ｘ線管球については、以下の要件を満たすこと。 

 

1-3-1 
Ｘ線管熱容量は、実効 33MHU相当以上であること。もしくは、ＩＥＣ規格で

7.5MHU 以上であること。 

1-3-2 フィラメントが一つで電界によって焦点サイズを調節する構造であること。 

1-3-3 焦点寸法が２つ以上の大きさで選択可能であること。 

1-3-4 被ばく低減のための付加フィルターを有すること。 

1-3-5 Ｘ線管球側にＸ線ビーム制御用コリメータを有すること。 
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1-3-6 
Ｘ線管球側に被写体の大きさに合わせて可変可能なボウタイフィルターを有す

ること。 

 1-4 Ｘ線検出器については、以下の要件を満たすこと。 

 

1-4-1 空間分解能は、0.23mm以下であること。 

1-4-2 密度分解能が 5.0mm/0.3%以下（20cmCATPHAN=公称値）であること。 

1-4-3 体軸（Ｚ軸）方向の検出器幅は、１検出器あたり 160mm以上であること。 

1-4-4 
Ｘ線検出器に搭載されている回転方向検出 ch数は、実装(実効は不可)で 800ch

以上であること（複数検出器の場合は合算可）。 

1-4-5 

データ収集のプロジェクション数は、最大 8,000ビュー/秒以上であること。

不可の場合は、データ収集のプロジェクション数は最大 3,000ビュー/秒以上

とし、かつ画質を担保するため位置決め画像を基に天板を上下左右に移動・調

整が行える機能を有すること。 

1-4-6 
Ｘ線検出器構造は、１回のスキャンデータから異なるスライス厚を構成できる

構造であること。 

1-4-7 ＣＴ値の測定範囲は、-30,000HU 以下～+30,000HU以上であること。 

1-4-8 
Ｘ線検出器前面に、散乱線の影響を排除可能なＸ―Ｙ方向に散乱線除去のため

のコリメータを有すること。 

 1-5 患者テーブルについては、以下の要件を満たすこと。 

 

1-5-1 撮影テーブルの最低高は、55cm 以下であること。 

1-5-2 水平位置精度が保証される荷重は、300kg以上であること。 

1-5-3 撮影範囲は、2,000ｍｍ以上であること。 

1-5-4 水平移動速度は、400mm/秒以上であること。 

1-5-5 
撮影テーブルエンドに心電同期用心電図端子を装備していること。不可の場合

は心電計を用意し、補完すること。 

1-5-6 
患者退避時に解除スイッチで寝台を手動で自在に動かすことができる機能を有

すること。 

1-5-7 撮影テーブル後方にトレイを設置すること。 

1-5-8 
ワークフロー効率化のために、カメラを用いた寝台自動ポジショニング機能を

有すること。 

 1-6 操作コンソールについては、以下の要件を満たすこと。 

 

1-6-1 
ＯＳは、安全性、安定性に優れた Linux OSもしくは Windows OSを採用するこ

と。 

1-6-2 主メモリの物理的容量は、64GB 以上有すること。 

1-6-3 操作入力方式は、マウス等により簡便にできること。 

1-6-4 磁気ディスクは、イメージ用、生データ用合わせて 3TB以上であること。 
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1-6-5 画像保存データ数は、512マトリクスで 800,000画像以上であること。 

1-6-6 
２台以上のモニタを装備し、検査の進行と同時に画像再構成、多次元画像処

理、画像転送等の処理ができること。 

1-6-7 

操作用モニタ及び画像観察用モニタは、それぞれ独立しており、各々対角 24

インチ以上で、表示解像度が 1,920×1,200ドット以上の液晶カラーモニタを

有すること。 

1-6-8 インジェクターと同期する機能を有すること。 

1-6-9 シネ表示、３次元表示が高速でできること。 

1-6-10 画像再構成中においても画像観察、３次元処理の並行処理ができること。 

1-6-11 検査後に自動で３か所に画像データを転送できること。 

1-6-12 画像再構成時間は、最速 65画像/秒以上であること。 

1-6-13 
DICOM3.0対応であり、Storage SCU、MWM SCU、Q/R SCUをサポートしているこ

と。 

 

1-7 スキャン性能については、以下の要件を満たすこと。 

1-7-1 位置決めスキャンは、1,950mm以上撮影できること。 

1-7-2 コンベンショナルスキャンは、2,000㎜以上撮影できること。 

1-7-3 
コンベンショナルスキャン１回転(FOV500mm)で体軸方向 160mm以上の範囲を撮

影・画像化できること。 

1-7-4 螺旋スキャンは、1,850mm以上撮影できること。 

1-7-5 
螺旋スキャンにおいて、最小収集コリメーション厚は、0.625mm以下であるこ

と。 

1-7-6 螺旋スキャンにおいて、0.1mm間隔で再構成できること。 

1-7-7 螺旋スキャンにおいて、ボリュームピッチで 1.53以上撮影できること。 

1-7-8 
コンベンショナル及び螺旋スキャンにおいて、位置決め用データからＸＹＺ軸

の管電流制御が可能であること。 

1-7-9 スキャン領域は、最大 500mm以上であること。 

1-7-10 再構成領域は、最大 800mm以上できること。 

1-7-11 60秒以上の連続スキャンができること。 

1-7-12 コーン角アーチファクトを補正した画像再構成ができること。 

1-7-13 
逐次近似画像再構成法の強度、部位パラメーターの調整は、合わせて７種類以

上から設定可能であること。 

1-7-14 逐次近似画像再構成法を応用した金属アーチファクト低減機能を有すること。 
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1-7-15 
ディープラーニングを応用して開発された画像再構成アルゴリズムについて、

導入可能な全ての機能を搭載すること。 

1-7-16 撮影後、画像を自動的にダイレクトにＭＰＲ処理ができること。 

1-7-17 画像再構成（スライス厚、関数等）は、同時に３種類以上設定できること。 

1-7-18 
造影検査時に関心領域内濃度を自動感知し、最適タイミングで撮影開始できる

機能を有すること。 

1-7-19 心臓同期撮影モードを有すること。 

1-7-20 
心拍数や心拍変動値に応じた心臓撮影プロトコルをユーザー側で編集でき、最

適な撮影条件を呼びだせること。 

1-7-21 

心電同期撮影にて得られたデータから、心臓全体の動きを、動態ベクトル解析

法を用いて動きを解析し、心臓全体の動きを抑制するための画像データセット

の画像再構成が可能であること。もしくは、Deep Learningを用いて設計し

た、モーションアーチファクト低減再構成技術を全て有すること、かつ心臓用

のモーションアーチファクト低減再構成技術は心臓全体のモーションアーチフ

ァクト低減が可能であること。 

1-7-22 心電図での収縮期と拡張期で管電流制御ができること。 

1-7-23 

心電同期コンベンショナル撮影と非心電同期ヘリカル撮影のプロトコルが自動

的に一連のスキャンで可能であり、その切り替え時間が２秒未満であること。

もしくは、撮影中にピッチを可変させ、異なるピッチで連続撮影が行える機能

を有すること。 

1-7-24 心電同期再構成は、絶対値法又は相対値法での再構成ができること。 

1-7-25 心電同期再構成は、複数の心拍位相の再構成の指定ができること。 

1-7-26 

心電図同期デバイス不使用で、ＣＴコンソール画面上での心拍数の入力により

照射時間を固定して模擬波形を伴いながらの心臓ＣＴ撮影が可能であること。

不可の場合は、心臓検査精度向上のために、天板を左右に移動させて撮影が行

える機能を有すること。 

1-7-27 デュアルエナジー撮影が可能であること。 

1-7-28 
デュアルエナジー撮影により得られたデータにて物質密度画像の作成が可能で

あること。 

1-7-29 

ヨード密度画像、水密度画像、脂肪密度画像等、各種物質密度画像をＣＴ本体

コンソール上で直接画像再構成・出力可能であること。なお、脂肪密度画像

等、各種物質密度画像の出力に関して対応できない場合は、Body、Lung、

Vessel の造影成分を抽出するアプリケーションで用意し、補完すること。 

1-7-30 

デュアルエナジー撮影により得られたデータを解析する専用ワークステーショ

ンを用意すること。なお、搭載できるデュアルエナジー解析ソフトを全て搭載

すること。 

1-7-31 

単純・造影撮影の管球位置を自動で同期させることでより、高精度な骨・金

属・石灰化等のサブトラクションが可能であること。不可の場合は、1300mA以

上の出力が可能であること。 

1-7-32 

ガントリーに内蔵されている投光器でコンベンショナルスキャンの撮影範囲を

確認可能であること。不可の場合は、検査に対する不安を和らげる工夫とし

て、ガントリーにＬＥＤライトが搭載されていること。 

1-7-33 画像再構成マトリクスは、最大 1024×1024以上が可能であること。 
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1-8 
サーバー型画像処理ワークステーションについては、以下の要件を満たすこ

と。 

1-8-1 サーバークライアントタイプで接続台数は、15台以上であること。  

1-8-2 画像保存容量が実効６TB以上を有すること。 

1-8-3 

端末のソフトウェアは、サーバーよりダウンロードし、インストールする機能

を有すること。もしくは、ソフトウェアのインストールは、サービス担当者が

実施すること。  

1-8-4 

1-7-27 の Dual Energy収集データを解析処理できる全てのアプリケーションを

用意すること。また、同時アクセス数は、DualEnergy収集の標準ソフトウェア

については３以上、その他部位毎の専用アプリケーションについても３以上と

すること。 

1-8-5 

２D MPR、Thick MPR、MPR/MPR fusion、MIP、任意厚の MIP、thin MinIP、

VRT、Curved MPR等の作成、表示ができること。また、同時アクセス数は、３

以上とすること。 

1-8-6 各ワークステーションへの接続費用は、落札業社が負担すること。  

1-8-7 
画像重ね合わせソフトウェアを有すること。また、同時アクセス数は３以上と

すること。 

1-8-8 
搭載できる CTに関する灌流解析ソフトウェアを全て搭載すること。また、同

時アクセス数は、１以上とすること。 

1-8-9 
冠動脈解析、冠動脈石灰化解析及び心機能解析が可能であること。また、同時

アクセス数は、３以上とすること。  

1-8-10 

アブレーション術前・術後の左心房・肺静脈の血管解析が可能であること。ま

た、同時アクセス数は、３以上とすること。不可の場合は、血管解析に用いる

画像の画質を向上するために、ＣＴ本体に Deep Learning を用いた超解像画像

再構成技術において、教師データに 0.25mmスライス以下、1792ch以上で収集

されたＣＴデータを用い、より高精細な画像出力が可能であること。 

1-8-11 

心電同期撮影にて得られたデータから、心臓全体の動きを動態ベクトル解析法

を用いて動きを解析し、心臓全体の動きを抑制するための画像データセットの

画像再構成が可能であり、かつ HeartFlow社の心血管解析ソフトである FFR-CT

に適合したソフトウェアであること。不可の場合は、ＣＴ本体に Deep 

Learningを用いて設計した、心臓全体のモーションアーチファクトを低減可能

な再構成技術を有すること。 

1-8-12 

TAVI専用の解析ソフトウェアを有すること。また、同時アクセス数は、２以上

であること。不可の場合は、ＣＴの心臓解析に関わる全ての機能及びベイズ推

定法を用いた頭部 CT perfusion 解析ソフトウェアを有すること。 

1-8-13 

TEVAR/EVAR 専用で、術前ＣＴデータからの計測が可能なアプリケーションを有

すること。また、同時アクセス数は、２以上とすること。不可の場合は、観察

しやすい画像の出力のために、ＣＴのＤＩＣＯＭ画像からノイズ低減処理を行

う機能を搭載すること。 

1-8-14 

撮影された椎体の解剖学的情報を自動認識し、観察しやすい基準断面と左右対

称性を担保するような角度に自動的に調整する機能を有し、作成表示できるこ

と。また、同時アクセス数は、１以上とすること。不可の場合は、解析・処理

の効率を向上させるために、本体とは別に、１台以上のクライアント端末を用

意すること。また、各機器の設置場所は、当院担当者と協議の上決めること。 

1-8-15 

脳卒中のＣＴ画像診断において、マルチフェーズＣＴＡを用い、単純ＣＴから

側副血行路の観察、パフュージョン解析までをシンプルなワークフローで実施

可能な機能を有すること。また、同時アクセス数は、１以上とすること。 

 1-9 付属品については、以下の要件を満たすこと。 
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1-9-1 ＣＴ装置用アナライザは、以下の要件を満たすこと。 

1-9-2 
既設の米国ラドカル社 Accu-Dose＋を下取りし、Accu-Gold＋にアップグレード

すること。 

1-9-3 ＰＣは、Ａ４サイズのノートタイプを 1台有すること。 

1-9-4 

半導体マルチセンサーは、管電圧 20から 160kVのエネルギーに対応したもの

を１個有すること。１回の照射で線量、線量率、管電圧、照射時間、半価層、

総濾過、パルス数、パルスレート、パルスあたりの線量が測定可能であるこ

と。 

1-9-5 
半導体マルチセンサーを挿入して、ＣＴ装置の半価層を測定するためのスリッ

トを１台有すること。 

1-9-6 空中で測定するためのスタンド及びクランプを１式有すること。 

1-9-7 
10㎝長のＣＴＤＩ測定用電離箱検出器(チェンバ)使用して、空中でのＣＴＤＩ

を測定するためのホルダーを１個有すること。 

1-9-8 
頭部用、体幹部用ＣＴＤＩファントムを固定するための固定台を各１個有する

こと。 

1-9-9 

既設の電離箱検出器（６㏄チェンバ、３ccCTチェンバ、0.6㏄ CTチェンバ)に

は、日本国内で校正されていることを証明するための校正証明書が添付されて

いること。 

1-9-10 マルチエナジーＣＴファントム用インサートは、以下の要件を満たすこと。 

1-9-11 
既設のマルチエナジーＣＴファントムに追加できる Solid Water製のインサー

トを６本有すること。 

1-9-12 
患者監視カメラ及びモニタ一式を含むこと。担当者の了承があれば、既存品流

用も可能とする。 

1-9-13 

担当者と協議の上、操作卓、椅子等のＣＴに設置・操作に必要な什器設備を必

要数備えること。また、操作卓のサイズ・形状等は担当者と協議の上決定する

こと。 

1-9-14 

担当者と協議の上、検査に必要となる X線防護用品を備えることとし、内訳は

次のとおりとする。 

 Ｘ線防護衣：３式（コートタイプ 0.25mmPb無鉛：Ｍサイズ一式、 

Ｌサイズ一式、ＬＬサイズ一式） 

 Ｘ線防護メガネ：２式（オーバーグラスタイプ） 

 Ｘ線防護ネックガード：２式（0.25mmPb無鉛）。 

また、防護衣用スタンド式ハンガーを１式調達すること。 

1-9-15 
撮影室内にコンソール画面を表示させるためのモニタを備えること。モニタサ

イズは 42インチサイズ以上とし、設置場所は担当者と協議の上決めること。 

1-9-16 
寝台にビニールシーツを用意し、造影剤や血液など寝台への付着を防ぎ清潔に

保つこと。 

1-9-17 
ＱＡ用のファントムキットを有すること。不可の場合は、日常点検が可能なフ

ァントムを有すること。 

1-9-18 

ＣＴ検査室内に、点滴レールを２式、もしくは必要に応じて３式設置すること

（寝台側天井：Ｕ時型レール１箇所、不可であればＩ字型２箇所、ガントリー

裏側：Ｉ字型１箇所）。ただし、既存の点滴レールをそのまま使用可能な場合

は、担当者と協議の上、既存品流用も可とする。 

1-9-19 
点滴レール用に、スライドハンガーを２式または３式用意すること（1-9-18の

点滴レールの本数と同数）。 

1-9-20 
ＣＴ検査室内の壁紙及び患者入室側扉の改修を行うこと。ただし、患者入室側

扉は自動扉とし、最大開口幅は既存両開き扉の最大開口幅と同等もしくはそれ
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以上とすること。また、ベッドでの入室においても安全性が担保されるよう検

討を行った上で設置すること。 

1-9-21 

ＣＴ装置の線量特性及び稼働想定条件を基に、遮蔽計算を実施し、必要に応じ

てＣＴ検査室内の遮蔽を行うこと。なお、導入するＣＴ装置の平均検査数は 45

件/日以上を想定し、追加の遮蔽工事はメーカー負担で行うこと。 

1-9-22 
ＣＴ検査室内既存の物置棚を廃棄し、新たに物置棚を設置すること。物置棚の

サイズ・形状・設置場所は担当者と協議の上決定すること。 

 

1-10 当院既存システムとの連携については、以下の要件を満たすこと。 

1-10-1 システム連携（機器設定）については、以下の要件を満たすこと。 

1-10-1-1 
装置接続においてＩＰアドレス・ＡＥタイトル等の設定は、当院担当者の指示

に従うこと。 

1-10-1-2 施設名等の装置設定は、当院担当者の指示に従うこと。 

1-10-1-3 モニタに表示するＤＩＣＯＭタグ情報は、当院担当者の指示に従うこと。 

1-10-1-4 
装置本体及びワークステーションの時刻は、当院のタイムサーバーに同期させ

ること。 

1-10-1-5 インジェクターとＣＴは、検査時連動できるよう接続すること。 

1-10-2 システム連携（ＤＩＣＯＭ接続）については、以下の要件を満たすこと。 

1-10-2-1 

以下に記載するシステム連携を実現できること。また、その双方分の費用は本

調達に含まれること。 

新規導入ＣＴ装置連携内容（サブコンソールを有する場合、Storage連携は同

様に接続） 

 ・MWM 連携：富士フイルムメディカル社 F-RISサーバー 

 ・Storage 連携（RDSR含む）：富士フイルムメディカル社 synapse画像サー 

バーメイン １接続 

・Storage連携（RDSR含む）：富士フイルムメディカル社 検像端末 iRAD- 

QA（Station05のみ） １接続 

・Storage連携：富士フイルムメディカル社 画像処理 WSサーバーVINCENT 

１接続 

・Storage連携：GEヘルスケア社 画像処理 WS SA AW（AW03のみ）１接続 

・Storage接続：キヤノンメディカル社 画像処理 WSサーバーVitrea１接続 

・Storage接続：病院指定解析端末 PC（放医研）１接続 

付属ワークステーション連携内容 

・Storage連携：富士フイルムメディカル社 synapse画像サーバーメイン 

１接続 

・Storage連携：富士フイルムメディカル社 検像端末 iRAD-QA （Station05 

のみ） １接続 

・Storage連携：富士フィルムメディカル社：画像処理 WSサーバー VINCENT  

１接続 

・Q/R連携、Strage連携：新規 17番ＣＴ装置 １接続。 

・Q/R連携：富士フイルムメディカル社 synapse画像サーバーメイン１接続 

また、接続作業時は担当者と協議を行い実施すること。 

1-10-2-2 
当院の線量管理システム（Dose Manager：キュアホープ社製）にてＲＤＳＲの

データ収集、管理ができるよう接続すること。 

1-10-3 システム接続（その他）については、以下の要件を満たすこと。 
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1-10-3-1 メーカー指定の方式にて、オンラインでの保守管理・故障診断ができること。 

1-10-3-2 
ウイルス対策のため、担当者の指示に従い、ＰＣ等のＵＳＢポートの扱いを協

議すること。 

1-10-3-3 

ＣＴ及び周辺機器のリモートメンテナンスのため、リモートメンテナンス用ル

ーターは、当院放射線科サーバー室内の指定された場所に設置し、ＩＰアドレ

スの設定は、当院担当者の指示に従うこと。また、その費用は本調達に含まれ

ること。 

1-10-3-4 

本調達の導入に伴い、病院情報システム・放射線情報システムの運用が変更に

なる場合は、当院担当者の指示に従い運用に支障がないようマスタ等のシステ

ムを変更すること。また、その費用は本調達に含まれること。 

 

1-11 その他については、以下の要件を満たすこと。 

1-11-1 
検査室内、設備工事における各機器、器具の配置等に関しては、当院担当者の協議

の上、行うこと。 

1-11-2 通常の使用で発生した故障の修理及び定期点検を実施できる保守体制があること。 

1-11-3 
通常の業務時間内において、障害連絡後速やかに対応できる体制が整っているこ

と。 

1-11-4 オンコール 24 時間対応すること。 

1-11-5 
納入検収後１年間は無償保障期間とし、故障、保守の対応を無償で行うこと。ま

た、調達物品安定稼働のための点検を実施すること。 

1-11-6 
運用開始後２年目以降の保守点検の実施に関しては、当院担当者と協議を行い、内

容その他について決定すること。 

1-11-7 
標識及び注意事項の掲示を当院担当者と協議の上、当院規定に基づき当院施設内の

必要箇所に設置すること。担当者の了承があれば、既存品流用も可能とする。 

1-11-8 操作手順書、使用マニュアル及び添付文書は、全て２部用意すること。 

1-11-9 設置、稼働、操作に際し、当院担当者への教育訓練を行うこと。 

1-11-10 日本語の操作マニュアルを１部付属すること。 

1-11-11 
器物の取扱いに注意し、事故又は過失等により損傷した場合はそれを補償するこ

と。 

1-11-12 
物品設置の際に点検・調整及び試験運転を行い、担当者に十分説明の上、引き渡す

こと。 

1-11-13 
稼動に当たり、操作説明員を派遣し、担当医師及び担当技師への教育訓練を行うこ

と。 

1-11-14 必要に応じて派遣または電話による対応等の体制を確保すること。 

1-11-15 設置場所は、当院が指定した場所に設置すること。 

1-11-16 
調達物品の搬入(病院養生費用含む)及び仕様を満たした据付、配線、調整等の工事

について落札業者の負担にて行うこと。 

1-11-17 
調達物品の設置に当たっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気(分電盤)容

量、建築基準法、消防法等関連法規に抵触しないように予め確認すること。また、

関係諸官庁との協議、法定届出書類の作成等を当院と協力して行うこと。 

1-11-18 
納入する機器に必要な電源設備、給排水設備、空調設備工事等一次側設備工事、シ

ールド工事、２次側電源盤工事及びそれ以外の（使用中灯等）必要な工事等を行う

こと。 
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1-11-19 
搬入、据付、配管、配線、調整については病院と事前に打ち合わせを行い、その指

示に従うこと（搬入経路について、事前に調査を行うこと）。 

1-11-20 据付工事等が周辺の検査を妨げないよう、防音、防塵に配慮した工法を採ること。 

1-11-21 納入期限内に当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が可能であること。 

1-11-22 調達物品のシステム、規格、寸法等の仕様書及び配置計画図を提出すること。 

1-11-23 調達物品の納入前に、設置等にかかる日程表等を提出すること。 

1-11-24 
納入期限前までに、当院の指示に基づき、当院の職員立会による稼働テストを実

施、その結果を当院にて保存すること。また、安定稼働のための支援を行うこと。 

1-11-25 既存ＣＴ装置の下取り・撤去費用は本調達に含むこと。 

1-11-26 導入する装置は、導入時に薬事承認を得ている製品であること。 

1-11-27 
医療法及びその他の法令に基づく申請に必要な資料等を用意すること。必要な費用

は本調達に含むこと。 

1-11-28 
本調達に関する契約の締結後、本仕様書に掲げる装置（関連するソフトウェアを含

む。）のバージョンアップ等があり、予定の納品日を変更することなく納品できる

場合、契約額を変更することなく納品すること。 

1-11-29 
本仕様書に掲げる装置について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、

納入物品明細（メーカー名・型番・シリアル番号・医療機器クラス分類等）をデー

タで提出すること。 

1-11-30 
故障または不具合等が発生した旨の連絡を受けた場合、連絡受付から 2 時間以内に

当院へ専門技術者を派遣し、対応を開始する体制を有すること。 

1-11-31 本仕様書に記載のない事項は、相互協議によって対処すること。 

２ ＣＴ撮影システム保守については、以下の要件を満たすこと。 

 

2-1 ＣＴ保守については、以下の要件を満たすこと。 

2-1-1 
保守対象期間は、納入日から 10 年間とする。(１年間の無償保証期間を含むた

め納入後２年目から 10年目の９年間を対象とする。) 

2-1-2 
通常の使用により発生した故障の修理及び定期保守点検が実施できる体制であ

ること。 

2-1-3 
納入後１年間の保証期間終了後、年メーカー指定の回数の定期保守点検を９年

間、契約金額内で行うこと。 

2-1-4 2-1-3の定期点検時の交換部品は、契約金額に含むこと。 

2-1-5 2-1-3の定期点検は、本院担当者と協議の上、指定の時間で実施すること。 

2-1-6 
納入検査確認後１年間の保証期間終了後、９年間は通常の使用により故障した

場合の修理を契約金額内で行うこと。 

2-1-7 
メーカーにおいてシステム改修のためのバージョンアップが行われた場合、随

時、契約金額内で対応すること。 

 

2-2 ワークステーション保守については、以下の要件を満たすこと。 

2-2-1 
保守対象期間は、納入日から５年間とする。(１年間の無償保証期間を含むた

め納入後２年目から５年目の４年間を対象とする。) 
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2-2-2 
通常の使用により発生した故障の修理及び定期保守点検が実施できる体制であ

ること。 

2-2-3 
納入後１年間の保証期間終了後、年メーカー指定の回数の定期保守点検を４年

間、契約金額内で行うこと。 

2-2-4 2-2-3の定期点検時の交換部品は、契約金額に含むこと。 

2-2-5 2-2-3の定期点検は本院担当者と協議の上、指定の時間で実施すること 

2-2-6 
納入検査確認後１年間の保証期間終了後、４年間は通常の使用により故障した

場合の修理を契約金額内で行うこと。 

2-2-7 
メーカーにおいてシステム改修のためのバージョンアップが行われた場合、随

時契約金額内で対応すること。 

 


